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(57)【要約】
【課題】　従来は血管吻合リング上のピンに血管壁を固
定する際、ピンセットで血管の断端部を引き下げるよう
にしてピンを刺通させていたが、血管壁は滑りやすかっ
たり厚かったりするので正確な位置で確実にピンをさせ
ることは困難なことがあった。熟練を要さず容易に確実
な位置でピンを刺通させることの可能なピンセットを提
供する。
【解決手段】　ピンセットにおいてピンセットを閉じた
際に、先端部下面と上面を貫通する開口部が形成された
、把持部に対し側面にて１２０°～１５０°の角度で接
続する先端部をもうけた。その先端部で血管壁の断端を
つかんでリング上のピンの上の適切な位置に導き、その
開口部をピンが通るように血管壁を先端部で押し下げて
ピンを刺通させて血管壁を固定するように使用する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
血管を先端部にて保持する外科手術用ピンセットにおいて、ピンセットの操作を行う者が
両側面を把持する把持部の中心軸に対して１２０°～１５０°の範囲内に屈曲して接続さ
れた先端部を持ち、その先端部が、ピンセットを閉じた際に先端部下面と上面を貫通する
開口部が形成されるような先端部であることを特徴とするピンセット。
【請求項２】
先端部、特に開口部の辺縁および先端部の最遠位端部において鏡面加工を施したことを特
徴とする請求項１に記載のピンセット。
【請求項３】
先端部あるいは全体をゴム硬度の合成樹脂で被覆したことを特徴とする請求項１または２
に記載のピンセット。
【請求項４】
先端部に形成された開口部の近位端からピンセット先端部の最遠位端までの距離が血管吻
合用リングにおける中心孔外縁からピンまでの距離とピンの直径の和より短いことを特徴
とする請求項１または２または３に記載のピンセット。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】

【産業上の利用分野】
【０００１】
この発明は、外科手術における血管吻合用リングによる血管吻合において、血管断端ある
いは側面をリングに挿通させてのち血管壁を翻転させ、リング上のピンを血管壁に刺通さ
せて血管をリングに固定する際に用いるピンセットに関する。
【従来技術・背景技術】
【０００２】
微小血管吻合は、組織移植や臓器移植に不可欠な技術であるが、基本的には手縫いによっ
て行われている。しかしながら手技的に熟練を要し、かつ熟練者でも吻合に時間がかかる
。それらを解決するため、血管吻合器が開発された。そのうちの一つに、複数のピンを備
えた１対のリングに、吻合する１対の血管のそれぞれの端部を挿通してそこで血管壁を９
０度以上リング外縁に向かって翻転し、各リングのピンを血管壁に刺通させることによっ
て各血管端を各リングに固定し、さらにその各リング同士をそれぞれ相対するリング上に
設けられた挿入孔にピンを挿入させることによってリングの結合と血管の吻合を得るとい
うものがある。この方式による血管吻合の基本的な概念は１９６２年に発表されたＮａｋ
ａｙａｍａらの論文に最初に示されたものである（非特許文献１）。血管同士の吻合にお
いて一般的には、血栓形成の発生率を下げるためには、できるだけ吻合後の内腔に縫合糸
も含めて異物が露出していないことが望ましいが、このピンを備えた一対のリングによる
吻合方式では血管壁に刺通されたリング上のピンは吻合後に形成される血管内腔には露出
しないため、異物反応としての血栓形成が起こらない理想的な吻合が得られるといえる。
【０００３】
その後改良が加えられ図９に示す使い捨てタイプの血管吻合用カップラー１が開発され、
広く用いられている（非特許文献２，３）。これは約１２０度に開いた状態のカップラー
にあらかじめ図８に示すような、合成樹脂製の一対の円盤状成形体２に、切断された血管
の断端部あるいは側面の血管壁が挿通される中心孔と中心孔に挿通された血管の血管壁を
支持する結合ピン３と、他方の成形体に設けられた結合ピンが挿入されるピン挿入孔４と
を設けたものである吻合リング５が装着されており、各リング上のピンによって血管の断
端あるいは側面の血管壁が翻転された上で刺通され、それに引き続いて専用の器具を用い
てカップラーを０度、すなわち各リングが互いに嵌合するように閉じることによって２本
の血管を内腔を保ったまま吻合するものである。吻合に要する時間の短縮と吻合後の血管
の開存性の高さから主として静脈の吻合用に広く普及しているが、近年では動脈の吻合に
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も用いられ始めている（非特許文献４，５）。また、リング及びピンを生体内分解性の素
材で作成する同様の原理に基づく吻合リングも提案されている（特許文献１）。
【０００４】
この血管吻合器においては血管の安全な吻合のために、血管の断端からピンの直径ないし
その２倍離れたところをピンで刺通させること、すなわち血管壁上の刺通部の正確な位置
決めが推奨されている（非特許文献６）。
【０００５】
ところが、実際のこの器具を用いた吻合においては、リング中心部の開口部に、吻合する
１対の血管のそれぞれの端部あるいは側面を挿通してそこで血管壁を９０度以上翻転し、
各リングのピンを血管壁に刺通させる際に、容易に刺通させることができなかったり、刺
通部の正確な位置決めが困難なことがあった。
【０００６】
リング上のピンを、血管壁に刺通させるための従来の方法を述べる。
【０００７】
現在、各リングのピンを血管壁に刺通させる際にはリング中心部の開口部を挿通した血管
壁の最断端を一般的な微小外科手術用ピンセットで把持してリングの中心部から外周方向
に向けて９０度以上翻転しそのままピンの基部方向に引き下げるという方法が用いられて
いる（非特許文献６）。
【０００８】
一方、リング上に配設されたピンは血管壁を刺通するだけではなく、相対するリングに設
けられた挿入孔に係合することによりリング同士の位置的なずれがない正確な結合を得る
ガイドの機能も果たしており、そのため、相対するリングの挿入口以外の場所に不用意に
刺さらないように、ピンの先端は、たとえば血管縫合用の針などに比べ鈍に作られている
。
【０００９】
そのため血管壁の最断端を一般的な微小外科手術用ピンセットで把持してリングの外周に
向けて９０度翻転しそのままピンの基部方向に引き下げるという方法では、血管壁が薄い
場合ではこの比較的鈍なピンの先端部分の上を柔らかい血管壁が滑って動いてしまい、正
確な場所での刺通が困難となることが実際にはあり、また血管壁が厚い場合や、または血
管壁の硬化を起こしている場合では引き下げることによって血管壁の長軸方向に力が加わ
り、そのために血管壁が裂けたり、またピンを刺通させること自体が血管の厚さや硬度の
ため困難となるという問題点があった。
【００１０】
【参考文献】
【００１１】
【非特許文献】１，Ｎａｋａｙａｍａ　Ｋら　Ｓｕｒｇｅｒｙ、Ｖｏｌ．５２，ｐ９１８
－９３１，１９６２　２，Ｏｓｔｒｕｐ　ＬＴら　Ａｎｎａｌｓ　ｏｆ　Ｐｌａｓｔｉｃ
　Ｓｕｒｇｅｒｙ，Ｖｏｌ，１７，ｐ５２１－５２５，１９８６　３，Ｄｅ　Ｂｒｕｉｊ
ｎ　ＨＰら　Ｍｉｃｒｏｓｕｒｇｅｒｙ，Ｖｏｌ．１７，Ｐ４１４－４１６，１９９６　
４，Ｒｏｓｓ　ＤＡら　Ａｒｃｈｉｖｅｓ　ｏｆ　Ｏｔｏｌａｒｙｎｇｏｌｏｇｙ　Ｈｅ
ａｄ　ａｎｄ　Ｎｅｃｋ　Ｓｕｒｇｅｒｙ，Ｖｏｌ．１３１，ｐ８９１－８９５，２００
５　５，Ｓｐｅｃｔｏｒ　ＪＡら　Ａｎｎａｌｓ　ｏｆ　Ｐｌａｓｔｉｃ　Ｓｕｒｇｅｒ
ｙ，Ｖｏｌ．５６，３６５－３６８，２００６　６，微小血管吻合器カップラー（滅菌済
）添付文書（新様式第１版許可番号：０８ＢＹ００１４）平成１６年３月２１日
【００１２】
【特許文献】１，特許第３５１４５２３号
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
本発明は、これらの問題点を解決するためになされたものであり、すなわち外科手術にお
ける血管吻合用リングによる血管吻合において、血管断端あるいは側面をリングに挿通し



(4) JP 2008-142496 A 2008.6.26

10

20

30

40

50

てから血管壁を翻転させ、リング上のピンを血管壁に刺入させて血管をリングに固定する
際に、血管壁が薄く柔らかい場合や厚い場合や硬化を起こしている場合でも、短時間で血
管壁上の正確な位置へのピンの刺通を、高度の熟練を要さず可能とするピンセットを提供
することにある。
【００１５】
なお、今までこの問題点は課題として認識されておらず、よってその解決を目的とした発
明はなされていなかった。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
上記目的を達成するために本発明は、血管を先端部にて保持する外科手術用ピンセットに
おいて、ピンセットの操作を行う者が把持する把持部の中心軸に対して１２０°～１５０
°の範囲内に屈曲して接続された、血管壁の上からリング上のピンを挿通することが可能
な径を持つ先端部を下面から上面に貫通する開口部が形成された先端部を有することを特
徴とする。また、該先端部、特に開口部の辺縁および先端部の最遠位端部において鏡面加
工を施すことによって血管内壁への障害を予防することを特徴とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
以下、本発明の好ましい実施の形態につき、添付図面に基づいて詳細に説明する。図１Ａ
は本発明の「血管吻合用リングにおけるリング上のピンの血管壁への刺通操作に用いるピ
ンセット」の第一実施例を示す説明図であり、図１Ｂは該ピンセットの先端部６付近の拡
大図である。さらに図１Ｃはピンセット先端部と吻合リング上のピンとの関係を示す図で
ある。この図１Ｃに示すように１本のピンを血管壁に刺通させる際に他のピンに干渉する
のを防ぐため、ピンセット先端部６はリング上のピンの植立された間隔より幅が狭いこと
が望ましく、そのため、ピンセットを閉じた際の先端部の幅は０．２ミリメートルから０
．５ミリメートル程度が望ましい。また、ピンセット屈曲部から最先端までの、先端部の
好ましい長さも用いる吻合リングの大きさによって異なるが、０．５ミリメートルから２
ミリメートル程度が望ましい長さである。
【００１８】
本発明の「血管吻合用リングにおけるリング上のピンの血管壁への刺通操作に用いるピン
セット」の構造は、図２に示すように、ピンセットの操作を行う者が把持する把持部７と
、該把持部の一端から把持部の中心軸に対して１２０°～１５０°の範囲内に屈曲して接
続された、血管壁の上からリング上のピンを挿通することが可能な開口部が形成された先
端部６からなる。ピンセットの材質はたとえばニッケルチタン或いはステンレス等からな
るが、一部あるいは全体をシリコンやラバーなどの素材でコーティングしてもよい。
【００１９】
上記「血管吻合用リングにおけるリング上のピンの血管壁への刺通操作に用いるピンセッ
ト」を用いる血管吻合についてさらに詳しく述べる。吻合する１対の血管のそれぞれの端
部をリング中心部の中心孔８を通して引き出し、そこでリングの中心部から外周方向に向
けて血管壁を９０°以上翻転するところまでは従来の方法と同じであり、用いる器具も従
来のものだけでよい。
【００２０】
従来の方法では図３、図４に示すように、リング中心部の中心孔を通して引き出した後に
血管壁９を９０°以上翻転し、次いで血管の断端を下向きに引き下げることによって各リ
ングのピンを血管壁に刺通させる。
【００２１】
この従来法ではピンで血管壁を刺通させるさいに血管壁に下向きの力だけでなく横向きの
力が加わるため血管壁が横にずれたり、あるいは刺通させるための十分な力を加えられな
いことがあった。
【００２２】
それに対し当発明のピンセットを用いる方法では図５、図６に示すようにリング中心部の
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中心孔を通して引き出した後に９０°翻転した血管壁９に、各リングのピンを当発明のピ
ンセットを用いて血管壁をピンの真上から押し下げるようにして血管壁にピンを刺通して
固定する。
【００２３】
ピンの基部まで血管壁を押し下げたらそのままピンセットを軽く開くと先端部６をピンや
血管壁に干渉させず容易にリングから離すことができる。
【００２４】
なお、血管内膜は損傷を受けるとその部分から血栓形成を起こしやすくなることが知られ
ているが、血管内膜上でピンセットの先端部によって押し下げられる部分は、鏡面加工を
施していても軽度の損傷を受ける可能性はある。しかし、血管壁のうち吻合後に血管の内
腔となるのはリング中心孔の部分だけであり、それより外縁部の血管壁はリングによって
圧着されるため内腔には露出しない。よって、図７に示すように開口部の近位端から先端
部の最先端部までの距離ａが、リング中心孔の最外周縁１０からピンの外周縁部までの距
離ｂより小さければ、ピンセットは、血管内膜のうち、リング同士の圧着により密着する
部分のみに接触することになり、ピンセットの最先端部は、吻合後に血管内腔となる部分
の血管内膜には達せず接触しないので血管内膜損傷による血栓形成の誘発率は理論的には
上昇しない。
【００２５】
なお、発明者は実際の手術において血管壁を押し下げるためにピンセットの把持部に対す
る先端部の好ましい角度を測定し、検討した。その結果上記ピンセットの把持部と先端部
とがなす角度が１２０°から１５０°の間が力を加えやすくまた血管断端の把持にも支障
がないことを発見した。角度が１２０°未満であると、ピンセットを横に約９０°傾けて
先端部で血管の断端を上下に挟持する際に、屈曲部が血管壁内腔に接触しないようにする
のに困難になった。
【００２６】
また、上記ピンセットの把持部と先端部との角度が１５０°より大きいと先端部で作られ
る平面をピンに直角になるように保ちつつ血管壁をリング基部に向かって押し下げる際に
吻合部外縁の切開創の皮膚縁に接触してしまい操作しづらくなる。
【発明の効果・作用】
【００２７】
本発明のピンセットによれば、ピンに対し同心円状に血管壁を下向きにすなわちリング上
面に向かって押し下げる力をかけられるため、血管壁がピンの先端の上で横に滑ったり逃
げたりせず、血管壁の好ましい位置に、詳しくは血管の断端からピンの直径ないしその２
倍離れたところの血管壁の下にピンがあるときに、ピンセットを閉じ、ピンセット先端に
設けられた開口部を血管壁内面側に当て、そのままピンの基部、すなわちリングの上面に
向かって押し下げるだけで、特に細やかなテクニックを要せずに、容易かつ確実に血管壁
にピンを刺通させることができる。
【００２８】
また、ピンの根部に向かってピンに平行に力を加えるため、効率よく血管壁に下向きの力
をかけることができ、血管壁が厚い場合や硬化を起こしている場合でも容易かつ確実に血
管壁にピンを刺通させることができる。
【００２９】
そのため刺通操作の時間を短縮することができ、ひいては血流が遮断されている時間を短
縮できるため、移植される組織の阻血による障害の発生率も下げられると考えられる。
【実施例】
【００３０】
本発明者は、従来の医療用微小外科手術用ピンセットを用いて上記した本ピンセットの試
作品を作成し、これを使用して実際の血管において血管吻合リングを用いる血管吻合手術
を行ったところ、血管吻合リング上のピンの血管壁への刺通は確実かつ短時間になり全体
として極めて効率が向上した。とくに同一のピンセットで、血管壁の端部を把持してリン
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グ上での血管壁の位置決めを行うことと、血管壁へのピンの刺通を、器具を持ち替えず、
連続して行える点が効率の向上につながっていたと考えられた。なお、１６吻合をこの方
法で行ったが血栓形成の発生は０件だった。
【００３１】
なお、従来より図８に示すように先端に丸い孔を形成するように成形したピンセットや、
図９に示すように先端を約４５°屈曲させ把持部と約１３５°の角度を持つようにしたピ
ンセットは微小血管吻合や微小外科領域での使用を目的として広く市販されている。しか
しながらそれらのピンセットを用いて、血管壁の上からピンセットで血管壁を押し下げて
血管壁にピンを刺通させる、この固定法を行おうとした場合、穴が開いていてもピンセッ
ト先端の角度がピンに対し９０°前後にすることはできずそのためピン基部に向かって効
率よく血管壁を押し下げる力を加えられなかったり、角度はついていても孔が開いていな
いため、ピンの先端部で血管壁が前後に動いてしまい、正確な位置でのピンによる血管壁
への刺通が困難で本発明品と同様の効果は得られなかった。
【００３２】
また、手術の状況によって、適切なピンセット把持部と先端部のなす角度は異なるため上
記１２０°から１５０°の間で角度を変えたピンセット、例えば１２０°、１３５°、１
５０°の角度をつけたピンセットが揃えてあればより好ましい。
【００３３】
ピンを備えた一対のリングによる血管吻合方式は、血管壁に刺通されたリング上のピンが
吻合後の血管内腔には露出しないという理論的に理想的な吻合が得られる。一方このよう
に本発明によれば、細やかなテクニックを要せずに正確で確実かつ短時間での血管壁への
ピンの刺通が可能となるため、血管吻合を用いた手術がさらに安全になり、広く外科医療
の現場に普及することに貢献すると思われる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】図１（Ａ）は本発明の実施例に係るピンセットの説明斜視図であり、図１（Ｂ）
はピンセット先端部の要部斜視図であり、図１（Ｃ）は吻合リング上のピン上とピンセッ
ト先端部との関係を示す要部説明斜視図である。
【図２】図２は本発明のピンセットの先端部と把持部のなす角度を示す部分側面図である
。
【図３】図３はリング中心部の開口部を通して血管断端を引き出した後に９０°以上翻転
した血管壁に、各リングのピンを従来の方法によって刺通させる様子を示す要部拡大斜視
図である。
【図４】図４はリング中心部の開口部を通して血管断端を引き出した後に９０°以上翻転
した血管壁に、各リングのピンを従来の方法によって刺通させる様子を示す要部断面説明
図である。
【図５】図５はリング中心部の開口部を通して血管断端を引き出した後に９０°以上翻転
した血管壁に、各リングのピンをこの発明に係るピンセットによって刺通させる様子を示
す要部説明斜視図である。
【図６】図６はリング中心部の開口部を通して血管断端を引き出した後に９０°以上翻転
した血管壁に、各リングのピンをこの発明に係るピンセットによって刺通させる様子を示
す要部側面説明図である。
【図７】図７はリング上のピンの位置とリング中心孔とこの発明に係るピンセット先端部
の開口部との関係を示す要部拡大正面説明図である。
【図８】図８は閉じたときに先端に丸い孔を形成するように成形した公知のピンセットの
要部拡大斜視図である。
【図９】図９は先端が把持部に対し約１４０°に屈曲された公知のピンセットの要部拡大
斜視図である。
【図１０】図１０は血管吻合リングの拡大斜視図である。
【図１１】図１１は血管吻合リング用使い捨て型カップラーの斜視図である。
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【符号の説明】
【００３５】
１　血管吻合リング用使い捨て型カップラー
２　血管吻合リングの円盤状成形体
３　結合ピン
４　ピン挿入口
５　血管吻合リング
６　ピンセット先端部
７　ピンセット把持部
８　血管吻合リングの中心孔
９　血管壁
１０　血管吻合リングの中心孔の最外周縁部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】 【図８】

【図９】
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